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新型インフルエンザ対策行動計画 (抄 )

※ 医療に係る部分を抜粋

新型インラルエンザ及び鳥インフルエンザに関する

1       関係省庁対策会議

平成21年 2月 改定

-1-



f蕎蒲面幕蒔華預覇頭語再菌西荻薫耳轟琴著可頭棗蘇驀霧馨覇〒爾評アン7ル平ンザ専IF]家
:会議

画」を全面改定 |

:的 |=見直すとともに、整理・体系化し、

ガイドライン」を

「新型インフルニンザ対策

Ｉ
Ｎ
ｌ



○行動計画に基づき、関係省庁が連携・協力し、発生段階に応じた総合的な対策を推進。

○罹患率 全人口の約25%
○医療機関受診患者数 1:300万人～2,590万人

○死亡者数17万人ん04万人       :
○従業員の欠勤最大40%程度      .

o馨業1拡大を可能な限り抑争1し、健康被害を最
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新型インフルエンザ対策行動計画

(医療に係る部分を抜粋)

<総論>
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新型インフルエンザの病原性が中等度の場合、そのパンデミック時には、T

日最大 10万 1千人の患者が入院すると推計され、また、それ以上に外来患者が

受診すると考えられるが、地域の医療資源 (医療従事者、病床数等)には制約

があることから、各医療機関の役割分担を含め、効率的・効果的に医療を提供

できる体制を事前に計画 しておく。また、新型インフルエンザの病原性が重度

である場合には、これを超える入院患者数が予想されることから、このような

場合の医療体制についても事前に考慮しておく必要がある。

新型インフルエンザ発生初期には、患者の治療とともに感染症のまん延防止

対策としても有効であることから、1感染症の予防及び感染症の患者に対する医

療に関する法律 (平成 10年法律第 114号。以下「感染症法」という。)に基づ

き、新型インフルエンザ患者等を感染症指定医療機関等に入院させることとし、

そめための感染症病床や結核病床等の陰圧病床の利用計画を策定しておく。ま

た、発生した新型インフルエンザの診断及び治療方法等を早期に確立し、周知

する。

患者については、各地域に設置された発熱相談センターや発熱外来において、

振り分けを行う。医療機関内においては、新型インフルエンザに感染している

可能性がある者とそれ以外の疾患の患者との接触を避けることや、医療従事者

に対するマスク・ガウン等の個人防護具の配布や健康管理、患者と接触した医

療従事者等に対する抗インフルエンザウイルス薬の予防投与による院内感染対

策を実施し、二次感染防止を行う。

第三段階のまん延期以降は、患者数が大幅に増大することが予想されること

から、重症者は入院、軽症者は在宅療養に振り分ける。その際、感染症指定医

療機関等以外の医療機関や公共施設等に患者を入院「入所させることができる

よう、その活用計画を策定しておく。またt在宅療養の支援体制を整備してお

く。                  /

なお、抗インフルエンザウイルス薬については、最新の科学的知見、諸外国

における抗インフルエシザウイルス薬の備蓄状況、抗インフルエンザウイルス

薬の流通状況等を踏まえ、国 口地方自治体において備蓄 日配分、流通調整を行

つ。

【関連するガイドライン】
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・ 医療体制に関するガイドライン

・ 抗インフルエンザウイルス薬に関するガイドライン
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